
建築物のさらなるバリアフリー化に向けた取組
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建築物のさらなるバリアフリー化に向けた取組の方向性

 大阪で暮らす方、訪れる方などすべての人が安全かつ快適に過ごせるバリアフリー

都市・大阪の実現を目指し、多くの方が利用する建築物などまちのバリアフリー化

に向けた取組を展開・強化
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大阪府福祉のまちづくり条例

大阪・関西万博開催に向けた取組（建築物関連）

➢一般客室に適用するバリアフリー基準の新設

➢車椅子使用者用客室への基準の追加

2．条例ガイドラインの改訂【R5.5】

１．ホテル・旅館のバリアフリー化の促進【R2.3条例改正】

⚫ 全ての人が自らの意志と責任によって、自分らしい

生き方や幸せを追求することができる「自立支援型

福祉社会」の実現に向けて、誰もが出かけやすいま

ちづくり、使いやすい施設づくりを推進

⚫ バリアフリー法の委任条例として、きめ細やかな規

制誘導により建築物のバリアフリー化を促進

⚫ 「望ましい基準」を規定した条例ガイドラインの普及

➢小規模店舗などを整備する際の望ましい基準等を規定

➢ガイドライン解説動画等を通じた普及

3.バリアフリー情報の発信

➢ホテル・旅館のバリアフリー情報公表制

度【R2.9～】

➢バリアフリートイレマップの公表・充実化

【R4～】

大阪・関西万博におけるユニバーサルデザイン

➢大阪・関西万博を訪れるすべての人々が利用しやすいユ

ニバーサルデザインの実現に向けて、会場の施設整備に関

する共通指標となる、多様な基準を記載

◼ 施設整備ユニバーサルデザインガイドライン

➢ユニバーサルデザインワークショッ

プを開催し、会場内の施設整備に対

して積極的に当事者の意見を反映

◼ 設計・計画段階での当事者参画

取組の方向性 ～2025大阪・関西万博以降の取組～

①バリアフリー水準の底上げ

②より高水準なバリアフリー化への誘導

⚫ 条例改正による建築物バリアフリー基準の見直し

＜基準＞
○トイレのバリアフリー化の促進
➢トイレ内への火災の発生を報知するフラッシュライトの設置を義務化（延床面積10,000㎡以上）
➢大人用介護ベッドの設置を要する施設の拡大（延床面積10,000㎡以上→5,000㎡超）
➢大規模な建築物において大人用介護ベッド複数設置を義務化
➢大人用介護ベッドの長さに係る基準の見直し（120㎝以上→150㎝以上）
➢大人用介護ベッドを設置した場合に案内設備への表示を義務付け
○小規模店舗のバリフリー化の促進
➢道等から利用居室までの経路等のバリアフリー化を促進するため、義務化の対象となる施設
の拡大（延床面積200㎡以上→100㎡以上）

○共同住宅（駐車場）のバリアフリー化の促進
➢駐車台数の多い大規模な共同住宅において幅の広い駐車区画（幅3.5m以上）の整備を義務
化（総駐車区画100区画ごとに１区画以上）

③バリアフリー情報の発信強化

大阪府バリアフリートイレマップ

⚫ 既存ストックの改修促進
・既存ホテル・旅館のバリアフリー改修等への補助

⚫ ガイドラインの見直し・充実化

・大阪・関西万博での展開されたバリアフリー基準や取組等の反映
・設計・計画段階での当事者参画を取り入れた事例の追加
・既存施設の改修を後押しするため、改修のポイントや事例を追加

⚫ 利用者の利便性向上に資する情報発信

・ホテル・旅館のバリアフリー情報発信の促進
・ユニバーサルデザインマップ《施設のバリアフリー情報ポータルサイト》の構築・公表

※新築等の際に基準への適合を義務付け

R7.10改正/R8.4施行

R7.8制度創設

R8.3改訂（予定）

R8.3公表（予定）

⚫ ガイドラインの普及啓発等を通じたさらなるバリアフリー化・設備の実装化



◆ 令和８年４月１日 施行

大阪府福祉のまちづくり条例の改正（R7/10/24公布）について
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⚫道等から利用居室までの経路等のバリアフリー化を促進するため、

義務化の対象となる施設の拡大 (延床面積200㎡以上→100㎡以上）

３ 共同住宅（駐車場）のバリアフリー化の促進

⚫駐車台数の多い大規模な共同住宅において幅の広い駐車区画（幅3.5m以上）の整備を義務化

(総駐車区画100区画ごとに１区画以上）

１ トイレのバリアフリー化の促進

⚫ トイレ内へ火災の発生を報知するフラッシュライトの設置を義務化

(延床面積10,000㎡以上）

⚫ 大人用介護ベッドの設置を要する施設の拡大 （延床面積10,000㎡以上→5,000㎡超）

⚫ 大規模な建築物において大人用介護ベッド複数設置を義務化

(延床面積10,000㎡超40,000㎡以下は2箇所、40,000㎡超は20,000㎡ごとに１箇所追加)

⚫ 大人用介護ベッドの長さに係る基準を見直し (120cm以上→150cm以上）

⚫ 大人用介護ベッドを設置した場合に案内設備への表示を義務付け

段差なく入店できる

店舗

２ 小規模店舗のバリアフリー化の促進

大人用介護ベッド

フラッシュライト

平常時 緊急時

○ 多様化する障がい当事者のニーズ等に対応し、万博を契機としたさらなる福祉のまちづくりの推

進を図るため、建築物のバリアフリー基準を見直し・強化

フラッシュライト

大人用介護ベッド

※全国トップレベルの水準



制度紹介チラシ
（府内2,000以上の宿泊施設に対して郵送を実施）

既存宿泊施設バリアフリー改修等補助制度の創設（R7/8募集開始）について
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○ 観光客をはじめ、誰もが安全で快適に宿泊施設

を利用できる環境を整備するため、既存宿泊施

設の事業者に対してバリアフリー改修費・設計

費・備品購入費を補助する制度を創設

補助率 対象事業費の2/3以内 ※上限あり

補助対象事業 バリアフリー改修工事、設計、備品購入

◆補助制度の概要

スロープ整備 可搬式スロープ

シャワーチェア浴槽への手すり設置の例

備品購入の例改修工事の例



ユニバーサルデザインマップの公表（R8/3予定）について
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○ 高齢者、障がい者など配慮を要する方々が、利用できる施設を探しやすい、選びやすい環境を整

備するため、宿泊施設や公共施設等のバリアフリー情報を一元的に発信する「おおさかユニバー

サルデザインマップ」を構築

目的、行き先等に応じて施設を検索 地図上からも検索可能

施設のバリアフリー情報を
ピクトグラムで表示

表示項目：
駐車場、経路、出入口、案内設備、エレベーター、便所、

子育て支援設備、ホテル（客室、浴室）、その他


